
（別紙）

１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

( )

２．措置期間

8 年 1 月 13 日 ～ 8 年 10 月 12 日 （ ）

３．事実概要

４．措置理由

　当該人は、令和７・８年度工事等請負有資格業者名簿の登録後に、令和６年９月３０日
付けの申請書に虚偽の記載をしていることが判明した。

問い合わせ先

福島県総務部入札監理課
福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７８９９

　上記のことが、本県建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第１の１（虚偽記載）に
該当するため。

措　　置　　要　　件 期　　間

（虚偽記載）

１　福島県が発注する建設工事等（以下「県発注工事等」とい
う。）の競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関する申請
書及び添付書類に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方と
して不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から
１か月以上１２か月以
内

【入札参加資格制限措置要綱別表第１の１】

様式第7号（第14条関係）

入札参加資格制限措置の概要

商号又は名称(代表者名) 代表取締役　大友　弘之

法人番号 9370001018120

住 所 福島県福島市成川字仲ノ内１０－１

令和 令和 9か月

アシスト株式会社


